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退職給付に係る負債における現在価値の影響

1 はじめに

退職後の従業員に対して何らかの給付をなす

責任を有する企業にとって，従業員が一定期間

労働するごとに，企業における現金等の経済的

便益が流出することになる。この経済的便益の

流出は，企業と従業員間の雇用契約または労働

協約などの法的契約に基づくものであり，その

額の水準が変更されるか否かにかかわらず，退

職給付に係る企業の支払義務そのものは確実に

実在しているといえる。

現在は，従業員の退職後に支払われる退職年

金および退職一時金は，従業員の労働サービス

の提供に対する賃金の後払いであるとする解釈

を前提として，発生主義に基づいて当期に帰属

すべき費用を求める方法が，年金数理計算を会

計の計算構造に取り込んだ米国財務会計基準書

(SFAS）第87号，国際会計基準 (IAS）第四号

およびわが国の退職給付に係る会計基準（以下，

日本基準）でも採用されている九

退職給付債務は，貨幣を伴う交換取引によっ

て測定される債務ではなく，将来における不確

実な要素を考慮した各種の基礎率を用いて，超

長期にわたる額を合理的に見積もることによっ

て測定される現在価値である。したがって，そ

の金額は，確定的に決まるものではなく，様々

な予測値もしくは予測の前提の変更によって常

1) FASB [1985b], Appendix A, pars.79-83.，企業会

計審議会［1998a］，三， 2.
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に変動する。このような債務に基づく退職給付

に係る負債（資産2））の財務諸表への計上が，上

記の会計基準において認められている。

本稿の目的は，このような退職給付に係る負

債が認識される根拠を明確にし，現在価値によ

る当該負債の認識・測定が現行の制度会計に与

える影響について，米国財務会計基準審議会

(FASB）および国際会計基準委員会 (IASC)

の概念フレームワークを参照としながら検討す

ることである。

2 退職給付債務の類型

2.1 退職給付の債務概念

退職給付債務には，その性質上異なる 3つの

概念が存在する。退職給付債務に関する将来

キャッシュ・アウトフローの見積もりにおいて，

認識すべき基礎率や発生時点の相違によって，

その概念および測定額に相違が発生する。以下，

それぞれについて概説する。

(1）確定給付債務

確定給付債務（VestedBenefit Obligation; 

VBO）は，退職後の給付に関する法的な受給権

を獲得した従業員のみ，年金債務全体では退職

2）退職以後の従業員への退職年金および退職一時金
の給付を目的として外部の年金基金に積み立られた

制度資産が，退職給付債務を超過する場合には，母体
企業において資産および収益が発生する可能性もあ
るが，本稿では，負債の側面のみに着目して論を展開
する。
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給付の法的受給権確定部分のみを考慮した概念

である。法的な受給権とは，雇用契約や労働協

約等により，企業が従業員に対して退職後の給

付をなすことが契約上成立している，従業員の

権利である。

(2) 累積給付債務

累積給付債務（AccumulatedBenefit Obliga-

tion; ABO）は，退職後の給付に関する法的な受

給権を取得した従業員と，未取得の従業員の双

方を考慮する概念であり，法的受給権が確定し

ていない部分に関しても，一定期間後には退職

給付の法的受給権を取得するため，既労働提供

分を含めて予測退職給付見込額とするものであ

る九これは，VBOに受給権未取得者に係る企業

3）受給権の取得時期に関して，米国においては，労働

者の退職後の所得に関する社会保障上の保護法であ
るエリサ法（The Employee Retirement Income 
Security Act, ERISA, 197 4年）に規定している。そ

のなかで，（A)5年の勤務の満了後に100%の権利を取
得する方法，または（鴎3年後に20%を取得し，その後

4年間で20%ずつ増加し， 7年以後に100%の権利を
取得する方法のどちらかを最低限の受給権取得基準
として規定している（ERISA第203条第2項）。この規

定により，米国では，従業員への受給権付与の時期お
よび割合が統一化されている。
一方，わが国では，公的年金の上乗せ部分である企

業年金制度に関して，厚生年金保険法や厚生年金基金
令および厚生年金基金規則等の法律を制定している。
しかし，これらの記述の中に退職給付の受給権（Vest-
ing）について明瞭な規定を設けていない。これは，エ

リサ法のような法律が存在しなかったこと， 1980年代
までの経済状況，および退職給付に関する会計基準設
定の遅延等に起因する退職給付債務への年金数理計
算の導入に関する一般認識の低さなどが理由として
考えられる。そこで， 2001年6月15日に『確定給付企
業年金法』が公布され， 2002年4月1日から施行され
ている。これは，確定拠出型年金の議論の活発化に伴
い，それまでの厚生年金基金と適格退職年金からなる
確定給付型の企業年金制度を再編成するための法律
である。このなかで，年金の給付要件は規約で定める
ところによるものとされ（第31条），その規約において

20年を超える加入期間を要件としてはならない（第36
条第4項），とされている。しかし，これは受給権の付
与が20年以内であると強制しているに過ぎず，早期で
の従業員の年金受給権を保護しているわげではない。
受給権の保護については，いまだ議論の余地があると

思われる。

【図表1】 退職給付債務の概念図

入社時 受給権 退職時
取得時

(1) VBO=B 

(2) ABO=A+B 

( 3) PBO=A+B+C 

注） C＝将来の給付水準部分

側の債務相当額を加味した金額である。

(3) 予測給付債務

予測給付債務（ProjectedBenefit Obligation; 

PBO）は，退職給付の法的受給権の有無を問わ

ず，全従業員に関する退職給付に係る債務を考

慮、し，そのうえ将来の給与の昇給分をもその金

額に反映された概念である。これは， ABOに将

来の昇給分の見込額を含めて予測退職給付見込

額とするものである。

2.2 各基準におけるPBO採用理由

米国基準や国際会計基準そして日本基準は，

将来の昇給部分を含めたPBOを退職給付の債

務概念として採用しているo F ASB [1985b］で

は，年金債務4）を数理的現在価値（the actuarial 

present value）とし，将来の給与水準の仮定を

含む年金給付算定式内こよる年金債務の測定を

認めている（par.17）。発生主義による年金費用

と年金債務の認識において，従業員の将来給付

を明示した制度規定である給付算定方式が，目

的適合性と信頼性の最も高い情報を提供すると

4）ここではFASB[1985b］における文言を尊重し，退

職給付ではなく年金という用語を用いる。
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考え（par.97），年金に関する実務上の制度を尊

重するということをPBO採用の根拠としてい

る。

また， IASC[1998a］では，『付録3結論の

根拠j6）において，給与の将来における増加は将

来事象（futureevents）であり，この見積もり

は主観的に過ぎるとしながらも（par.35），将来

の給与の増加に関する仮定は，債務の存在の有

無を決めるためではなく，すでに存在している

債務を，最も目的適合性の高い尺度を提供する

基礎によって測定するために利用されるとして

いる（par.36）。

そして，企業会計審議会［1998a］においても，

「現在時点の退職給付の支払額のみに基づいて

将来の退職給付の額を見積ることは，退職給付

の実態が適切に反映していない」（四， 2, (1)) 

ことを理由として，「退職時に見込まれる退職給

付の額は，退職時までに合理的に見込まれる退

職給付の変動要因を考慮して見積る」（四， 2'

(1)) とし，退職給付債務として将来の給与水準

等を含めたPBOを採用している。

5) FASB[1985b］では，給付算定方式（pensionbenefit 
formula）として，以下の 3つをあげている。はじめに，
最終給与比例方式 (final-payformula）は，「勤務期

間終了間近の特定年数にわたる従業員の給与，または
最も給与が高い期間の従業員給与に基づく給付算定
方式である。」次に，全期間平均給与比例算定式
(career”average岨payformula）は，「事業主に提供し

た全勤務期間にわたる従業員給与に基づく給付算定
方式である。」最後に，定額給付算定式 (flat-benefit
formula）は，「例えば給付対象となる各年度の退職所
得が20ドルなどのように，勤務年度ごとの一定額に基

づく給付算定方式である。」定額給付方式（非給与比例
方式）のみ将来の給与水準を反映しない算定方式であ
る。（FASB[1985b],par.17 ., Appendix D, par.264.) 

これに関して，わが国では，（ー）全期間の平均標準

給与月額に基づく方法，（二）一定期間の平均標準給与

月額に基づく方法，（三）年金給付理由発生月の前月の
標準給与月額に基づく方法（最終給与に基づく方法）
を提示している。（『厚生年金基金令』第22条および第
23条）

6) IASC[1998a], Appendix 3, Basis for Conclusions. 

3 退職給付債務と負債概念

PBOは，すでに給付義務が確定している部分

と未確定の部分により構成される債務である。

これらは，将来的に企業に対してなんらかの支

払義務を負わせる源泉であるが，その支払義務

を現時点において回避するために，掛金を拠出

し制度資産を積み立てている。つまり， PBOの

制度資産相当額からは将来キャッシュ・アウト

フローが生じない。したがって，退職給付に係

る負債は，外部の年金基金に積み立てられた制

度資産の公正価値と，現在価値によって算出さ

れた退職給付債務が相殺されて，その純額とし

て認識される。

ただし，制度資産との相殺は支払義務の減少

であり，元々の性質が，会計上の負債に適合す

るか否かを検討する必要がある。

3.1 PBOの計算構造7)

(1) PBO計算の二側面

PBOは現在価値計算により算出される。大別

すると 3段階に分かれる。第一に，一般に定年

時と仮定される退職時において発生すると見込

まれる給付額を見積もる。この給付額が，企業

にとっての将来キャッシュ・アウトフローであ

る。このキャッシュフローの構成要素として，

現在そして将来の給与額および給与見積額，退

職率，死亡率などがある。第二に，退職時の給

付見込額のうち，当期末時点で発生していると

見込まれる額を抽出する。当期の終了時点、にお

いてすでに発生している額を，発生主義に基づ

いて退職給付債務としている。そして，第三に，

当期末においてすでに発生していると見込まれ

7）具体的な退職給付債務および退職給付費用の計算
例については，日本公認会計士協会［1999］を参照。
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る退職時の予測給付額を，一定の割引率を用い

て割引計算することにより，現時点である期末

時の現在価値たるPBOを算出する。

以上をまとめると， PBOの計算は，将来

キャッシュフローの見積もりと割引率の決定と

の2つの側面に集約される。双方には現時点に

おいて考えられうる将来予測が含まれており，

したがって，算出される金額には不確実性が存

在する。また，退職給付の計算は，従業員個人

単位で行うことが原則であり，各従業員が退職

や死亡などを理由として年金基金を脱退する時

期，つまり企業にとって実際に給付をなす時期

にも不確実性が伴うヘ

このように， PBOは，経済状況の変化や市場

の各種のリスクにさらされており，その合理的

見積もりには確率論的手法9）を用いらざるを得

ないといえるであろう。

(2) 昇給率について

前述したように，将来キャッシュ・アウトフ

ローの構成要素には，退職率や死亡率などの基

8）なお，市場における取引価額を想定する公正価値

を，現在価値の測定目的に位置付けるのであれば，市
場参加者が要求すると擬制されるリスク・プレミアム
を調整する必要が生ずる。この場合，キャッシュフ
ローまたは割引率のどちらかによってリスク調整を
行うことが求められる。 FASB[2000］は，単一の最
頻値たるキャッシュフローとリスク調整をした割引
率によって現在価値を求める伝統的アプローチと，リ
スク調整した期待キャッシュフローを無リスク利子
率によって割り引いて現在価値を求める期待キャッ
シュフロー・アプローチを提示し，生起する可能性の
あるすべてのキャッシュフローを反映し（par.45），か
つキャッシュフローの発生時期が不確実な場合にお
いても，現在価値の計算技術を利用できるとして（par.
46），後者の優位性を述べている。

9）伊藤邦雄［1996］では，確率論的アプローチによる
合理的見積もりと決定論的に求めなければならない

会計上の数値には潜在的な矛盾が存在するが，この相
克を超えるためには，情報論的アプローチが必要とな
ると述べられ，特に年金会計の分野においては，ベン
チ・マーキング法，上・下限法，センシピリティ・ディ
スクロージャーによる補足的情報の開示が提言され
ている。

礎率のほかに，現在の給与額そして将来の予測

給与額が含まれる。将来の予測給与額は，現時

点、におげる給与水準に加え，将来の給与水準の

予測が必要となる。将来の給与水準は，将来の

インフレーションや成長性，年功，昇進などを

反映した昇給率に基づいて予測される川口

昇給率は，従業員の定期昇給に係る部分と，

定期昇給以外の給与変動（ベースアップ）に係

る部分とによる。定期的な昇給の見積もり可能

性に相違はあるが，将来の昇給の発生が確実で

あり，かっその金額を合理的に見積もることが

できる場合に限って昇給率の要素に含めるとい

うことは共通した規準である。

この昇給率は，将来のインプレーションや年

功その他の将来発生すると予測される事象を反

映することになる。現時点において，将来の発

生可能性が認められ，その金額を合理的に見積

もることができる将来の給与水準に係る将来事

象であれば，それが昇給率のみならずPBOにも

反映されることになる。

3.2 負債概念の検討

(1) 負債の定義における要件

前述したように，現在価値に基づき昇給率等

の将来事象の予測を含めた概念であるPBOは，

現時点において従業員が財・サービスを提供し

ているが，いまだ、に対価たる給付を受けていな

い部分と，いまだに従業員による財・サービス

の提供も対価としての給付もなされていない双

方未履行の部分とによって構成される，いわば

混合的性質を有するo また，支払義務が確定し

ている部分と，いまだに未確定な部分にも分類

でき，そのうえ将来の給付額の発生時期および

10) FASB[l985b], pars.202-203., IASC[1998a], pars. 
83-84.，日本アクチュアリー会・日本年金数理人会
[1999], 2.1. 
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金額が未確定である。

F ASB [1985a］では，負債の定義要件として，

①過去の取引または事象に基づく現在の債務，

②将来における他の経済体への財・サービスの

提供，③将来の発生可能性の高さ，そして④経

済的便益の犠牲，を挙げている（par.35）。また，

IASC [1989］では，①過去の事象から発生した

現在の債務，②決済により経済的便益を有する

資産が流出すると予測されること，を挙げてい

る（par.49,(b））。前者では，発生の可能性の高

さを定義の要件として求めているのに対して，

後者ではそれを求めておらず，発生の可能性の

程度に関しては，認識要件において規定してい

る（IASC[1989], par.83）。

将来において経済的便益が流出する可能性は

程度に関する問題であり，それをもたらす債務

が現時点において存在するのか否かを判断する

ことが概念上の範囲規定である。たとえ発生可

能性が低くとも，存在そのものは認められるべ

きであると考えられる。したがって，「発生可能

性の高さ」は実存する負債が財務諸表上で認識

されることの適切性を判断する際の「認識規準J

であると考えることが適切であろう。また，こ

れ以外の点に関しては，文言上の相違と解釈で

きる。したがって，本論文においては負債の定

義要件として，過去の取引または事象に基づく

現在の債務，および将来における経済的便益の

流出，とする l九

(2) 負債の定義における債務の意義

ここでいう債務（obligation）とは，法的根拠

を有するもののみならず，取引または社内規則

等の慣習や道徳等にも基づく企業に対する広義

11）負債(liability）に関する法的概念および会計上の負

債概念の変遷については， J.St.G.カー・徳賀芳弘訳
[1999］を参照。

の請求権を意味する。 FASB [1985a］では，「法

的または社会的に課せられる義務のこと，すな

わち，ある人が契約や約束，および道徳上の責

任などによってしなければならないことをいう

ために，通常の一般的な意味で用いられ，法的

債務と同様に，衡平法上の（equitable）債務お

よび推定上の（constructive）債務を含む。」

(notes.22）と述べられ，またIASC[1989］では，

「ある一定の方法で実行または遂行する義務ま

たは責任であり，拘束的契約または制定法上の

要請の結果として，法的に強制される場合があ

る。しかし，債務は，通常の取引慣行や慣習，

および良好な取引関係を維持したいまたは衡平

法上の道徳（anequitable manner）にしたがっ

て行動したいという要望からも生じる。J(par. 

60）と規定している。

F ASE [1985a］は，法的債務以外を衡平法上

および推定上の債務に分類し，各々について，

「衡平法とは，救済に基づく法概念であり，不

文法または成分法・制定法から生じるのではな

く，倫理的または道徳的概念を根拠とする。こ

こでの衡平は，人の良心に基づく一般的な公平

や公正ではなく，むしろ実行すべきことを実行

することを意味する。また，推定による債務と

は，契約や行政当局からの規制ではなく，ある

特定の状態における事実から生じる債務であ

り，定例の有給休暇手当などがこれにあたるで

あろう。」（par.40）と述べている。ただし，この

説明のみでは，両者を明瞭に区分することは困

難である。たとえば，定例の有給休暇手当など

は推定上の債務に分類されているが，雇用条件

の不確定な設立直後の企業の場合には，過去の

慣習は存在しない。その場合，特定の状態にお

ける事実を他企業における実態に依拠するべき

なのか，そもそも有給休暇が設けられたのは，

従業員の生産性の向上を目的とするともに，倫
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理的配慮が存在したからではないのか，などと

も考えられる。

これらの両者に本質的な相違があるのか，そ

の相違に基づいていかなる事象が債務に含まれ

るのか検討する余地は多分に残されているが，

そもそも道徳と慣習は明確に区分できるのかに

関しては疑問があり，境界線を明瞭にするより

も，法的債務以外のいかなるものが企業に対す

る請求権であるといえるのかについて具体的に

検討することが求められていると思われる。

IASC [1998a］では，法律に基づくもの以外

の債務に関して，推定上の債務という用語のみ

を用いている。本稿では，上記の理由に鑑み，

これを法的債務以外の債務という意味で解釈

し，以後の議論を進める。 PBOには，すでに給

付義務が確定している部分と未確定の部分とが

存在し，将来において実際の給付がなされる。

そして，将来事象の予測を含んだ現在価値とし

て算出されるため，法的債務以外の債務も明瞭

にする必要があり，そのために推定上の債務と

いう概念が規定されているともいえるであろ

う問。

3.3 PBOを採用すべき根拠

将来の給与水準を反映させたPBOを退職給

付債務とする根拠は，以下の通りである。当該

部分は，入社時の雇用契約，または最終給与比

例方式などの給付算定方式を用いて以前より退

職後の給付額を見積もることが慣習化している

ことなどを過去の取引または事象とすること，

昇給率を反映した将来の給与水準部分を推定上

の債務とすること，数理計算による実務を尊重

すること，および現在価値計算における将来

12）推定上の債務の問題は， IASC[1998b］におけるリ
ストラクチャリングにおいても問題となっている。こ

れについては，今福［1999］を参照。

キャッシュフローに相当する退職時の給付額の

見積もりとの整合性を図ることである。

一方，将来におげる給与の上昇やインフレー

ションなどを予測した将来の給与水準に当たる

部分が将来事象であり現時点で確定できないこ

と，したがって過去の取引や事象に基づく現在

の債務とはいえないこと，将来の給与水準の影

響は給与の増加や物価水準の変動等の事象が発

生した時点で認識すべきであること，などによ

り， ABOを退職給付債務とするべきであるとい

う意見がある 13）。

双方の意見で最も問題性が高く，かつ負債存

在の可否の重要な規準は，当該事象が過去の取

引または事象に起因する現時点、の債務であるか

否かである。 ABOを採用すべきとする立場から

すると，退職給付債務における過去の取引また

は事象とは，「既労働提供部分」つまり労働の提

供という一方の義務が履行されたことである。

一方， PBOの立場からすると，それは，「雇用契

約や労働協約Jなどの企業と従業員間の契約，

または「最終給与比例方式や全期間平均給与比

例算定式などの給付算定方式を用いる給付額の

算定の慣習化等」の契約に基づかなくとも企業

に支払義務が発生することが推定される事象で

ある。

このように， PBOを採用する場合には，過去

の取引または事象を，現時点、においてすでに従

13）醍醐聴［2001],221および222頁において「退職給
付は勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生する
後払いの賃金であるというなら，当期末までの勤務に
伴って生じた当期末要支給額を意味する累積給付債
務（ABO）が正当な年金負債ではないかと考えられ
る。」と述べられている。また， FASB[1985b］設定
当時のFASB委員の1人であるスプラウス（RobertT. 
Sprouse）も，基準書本文の記述の終了後に，「企業は

将来のインフレーション，昇格，生産性の向上といっ
た将来の出来事についての不確定事象である昇給に
関連した年金給付に対する現時点での債務を負うこ
とはできない。」とし，年金債務としてPBOを用いるこ
とに反対している。
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【図表2】 債務の発生源泉による年金債務の分類

「過去の取引または事象の結果による現在の債務」

（発生源泉〉 （将来事象の予測） 〈退職給付債務〉

［現時点における既労働提供］一一一含まない一一一＋ ABO 

ex）現在の給付水準に基づく合理的見積もり

［雇用契約または取引慣行や慣習等］一一一含む 一一一争 PBO 

ex）将来の給与水準を反映した給付算定方式

の歴史的・慣行的利用など

業員によってなされた労働サービスの提供と

し，それに対応する給付義務が確定している部

分に関しては，すでに支払義務が確定している

として，負の経済的便益が認識される。

しかし，インプレーションや勤続年数などに

よる将来の給与水準の上昇による給付義務の未

確定部分に関しては，いまだに財・サービスの

費消という事実が存在していない。これらに

とって，過去におげる取引または事象とは，過

去の雇用契約や当該企業における将来の給与水

準を反映した給付算定方式の歴史的・慣習的利

用などと考えられる。この場合，過去におげる

取引または事象は，潜在的支払義務である原因

事象の発生として，より広義に解釈されている。

ただし，ストックの変動として，資産の減少，

または負債の増加による経済価値の現実的な減

少が生じているからこそ，当該未確定部分も会

計上の負債となりうる。そのために，推定上の

債務という広義の債務概念が明示されている。

貸借対照表に将来キャッシュフローの予測能

力を求め，資産を経済的便益の発生源泉とし，

負債を経済的便益の流出源泉とする考え方に立

脚すれば，負債を将来事象の予測を含めた概念

と規定する必要が生じるであろう。そして，そ

の測定に現在価値計算を用いるのであれば，将

来キャッシュフローの見積もりと一定の利子率

による割引計算という構造が，測定のみならず

概念領域においても将来事象の予測を取り込む

ことが当然の帰結として求められることにな

る。

現在価値として求められる退職給付債務は，

割引率として，市場において貨幣の時間価値を

反映した無リスク利子率を基礎とする利子率に

よって将来キャッシュフローを割りヲ｜いて算出

されるが円当該無リスク利子率は，インプレー

ションや経済成長率その他経済社会の変動のす

べてに対する市場の予測を反映しており，昇給

率等の将来に発生すると予測される事象を反映

するキャッシュフローを見積もるPBOが適し

ているといえる。

4 退職給付に係る負債の認識

4.1 認識規準

認識とは，数量的に把握できる事象を会計の

計算プロセスに組み込むことであり，注記など

ではなく財務諸表に計上させることである。

FASB [1984］は，「認識とは，ある項目を企業

14) FASB [1985b］は，市場における取引価額としての

公正価値を志向し，割引率として清算利子率（settle-
ment rate）を規定しており，具体的には優良な確定利

子付きの投資収益率をあげている（par.44）。また，

IASC [1998a］は，貸借対照表日現在の優良社債の市

場利回りをあげている。社債の市場が未成熟の場合に

は，国債の市場利回りを使用することとしている（par.

78）。日本基準では，安全性の高い長期の債券の利回り
とし（企業会計審議会［1998b］，二， 2,(4）），具体的

に長期の国債，政府機関債とともに優良社債の利回り

を規定している（企業会計審議会［1998c］，注6）。
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の財務諸表に資産，負債，収益，費用もしくは

これらに類するものとして正式に記録するかま

たは組み入れるプロセスである。J(par.58）と定

義しており，またIASC[1989］は，「認識とは，

ある項目を貸借対照表または損益計算書に組み

入れるプロセスである。」（par.82）としている。

財務諸表上で認識されるためには，認識され

るのに必要十分な条件を備えていることが求め

られる。その条件とは，認識規準を満たすこと

である。 FASB[1984］は，一般的制約条件とし

てコスト・ベネフィットの考量と，重要性の識

闘を満たすことを前提として，前章で検討した

定義，測定可能性，目的適合性，そして信頼性

の4つの規準を設けている（par.63）。一方，

IASC [1989］では，資産や負債といった当該事

象の要素に応じた定義を満たすことと共に，発

生可能性の高さと信頼性を伴う測定可能性の 2

つがあげられている（par.83）。

まず，双方ともに資産および負債の定義に見

合うことが求められている。また，発生可能性

の高さは，前章で述べたように， FASBにおいて

は定義に含まれているが， IASCにおいては認

識要件の 1っとして規定されている。そして，

測定可能性に関しては， FASBは十分な信頼性

を有することが求められているため，両者の測

定可能性の意味は同じであるといえよう。以上

によると，認識規準とは，資産および負債の定

義を満たすこと，発生の可能性が高いことおよ

び信頼性の高い測定可能性があることであると

考えられる 1九

一方，金融資産および金融負債に関する包括

的な会計基準の設定を志向したJWG[2000］は，

発生の可能性の高さという認識規準に対して異

なる意見を表明している。それは，「金融商品か

ら生じる経済的便益の将来における流入の可能

性，及びそれらの流出の可能性の高い金額は，

その金融商品の公正価値の測定に関わる問題で

あり，その金融商品を認識すべきかどうかには

影響しない問題である」（par.3.2(a））というもの

である。そして，認識へのアプローチとして，

資産または負債の全体に対して認識または認識

の中止を判断する一括アプローチ（all-or-

nothing approach）と，資産または負債を分割

可能であると解し，それぞれの構成要素ごとに

認識または認識の中止を判断する構成要素アプ

ローチ（componentsapproach）とに分類し，

「市場の経済実態を最もよく反映し，公正価値

測定システムの要求を最もよく満たすJ(par. 

3.16）ことにより，後者を採用している。発生

の可能性の高さを認識規準から排除し，市場に

おげる取引価格を想定する公正価値を目的とし

た測定を提唱している（par.69）。

概念フレームワークが立脚する資産および負

債の評価に基づく会計構造によると，経済的便

益の流入または流出の発生は，資産または負債

の価値変動として認識される。資産または負債

の価値という場合，将来の経済的便益の流入ま

たは流出を企業にもたらす可能性が高ければ全

額を，高いとみなせなければゼロ評価するので

はなしその資産または負債に内在するリスク

や不確実性を考慮したうえで評価するであろ

う。たとえば，金融機関による貸出金の評価の

場合，貸出先企業の信用リスク等を評価し，そ

のリスクに見合った貸出利率を設定する。仮に，

与信先企業の業績が著しく悪化し，貸付金全額

の返済が不可能となり，多額の貸倒れが発生す

ることが見込まれるとしても，当該金融機関は

15）認識規準としての発生可能性の程度に関して，
FASB [1975］とIASC[1998b］には相違が存在する。

前者では発生確率がかなり高いことが求められる
(par.3）のに対して，後者では発生する可能性が発生
しない可能性よりも高い場合（par.23）とされている。
ただし，これらは偶発損失および引当金としての負債

の認識要件としての規定である。



退職給付に係る負債における現在価値の影響 -33-

現時点における貸出先企業の信用リスク等に基

づいて，当該貸出資産を期待値として評価する

であろう。

また，市場における価格決定構造としても期

待値による評価がなされている。不特定多数の

市場参加者によって構成される市場におげる価

格は，最頻値等に基づく確定した唯一のキャッ

シュフローではなく，すべての市場参加者によ

る複数のキャッシュフローの期待値として求め

られる。

JWG [2000］は，金融資産および金融負債を

その対象とする基準であるが，退職給付債務は

検討対象から排除している。しかし，これは，

退職給付が金融負債として不適合であることを

意味するのではなく，会計処理に関する確立さ

れた会計基準および会計実務が存在しており，

特別に取り上げる必要性がないという理由に基

づくものである1九以下では，退職給付債務の認

識について，発生の可能性を認識規準に含めた

場合と，発生の可能性を認識規準から排除し期

待値を用いた場合について説明する。

4.2 PBOの認識領域

現行の制度会計にもとづいた認識規準の場

合，いかなる部分がPBOとして認識されるべき

対象となるのであろうか。問題となるのは，退

職給付の受給権未取得部分（図表3,A）と，

将来の給与水準等に係る部分である（図表 3'

C, C', Cづ。

前者は，現時点以前の給付水準に基づき，す

でに労働サービスの提供がなされている部分で

あり，一定期間終了後には法的権利である受給

権が発生するため，発生可能性が高いと考えら

れ，また信頼性の高い測定も可能である。した

16) JWG [2000], par.l(c), par.2.24. 

がって，この部分を認識対象とすることは合理

的であるといえる。

一方，後者は，将来の昇給率にかかる未確定

部分であり，必ずしも発生可能性が高いとはい

えない。また不確実性を前提にした将来事象の

予測が含まれるため，測定上の信頼性について

も前者ほど高いとはいえない。しかし，当該企

業の退職後の給付が以前より退職年度に近い比

較的高水準の給与をベースとして算定されてお

り，それが慣行として社内全体に認知されてい

るような場合には，将来の給与水準に基づく給

付の発生可能性が高いといえ，また歴史的デー

タを有する給付算定方式の利用などによって一

定の信頼性を有する測定が可能で、あるとすれ

ば，この将来事象に係る債務を認識することが

できる l九このように，推定上の債務に発生原因

を求め，過去の取引または事象に基づく現在の

債務であると認められる負債が，発生の可能性

が高いと認められ，かつ，その金額を合理的に

【図表3】 現行制度上のPBOの認識領域

C’＋c＂で〉ぐ” i

／ ’ ン 々 ／ 寸 認_.,,,-,~ __;:::--- I 識
／’：〆’乙－－－－ 「一領

－－~予T B I 域
~Al I 

C’＝発生可能性の低い

将来の給与水準部分

C" ＝測定の信頼性の低い

将来の給与水準部分

17) IASC [1998a], Appendix 3, pars.12-13において

は，負債の定義を満たし，将来の経済的便益の流出可

能性が高く，かつ信頼性のある測定が可能な事象のみ

を認識するべきであるとし，そのためには信頼性の高

い測定が可能な数理計算上の技法を用いるべきであ

るとしている。また，企業会計審議会［1998c］，注3
においても，確実に見込まれる昇給率等のみが退職給

付の変動要因として認められ，予め予測できない臨時

支給の退職給付等は含まれないとしている。
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見積もることができる部分がPBOの認識対象 る。

となる。

将来の給付義務の発生に関して，自らコント

ロールできない事象の発生に依拠する債務たる

偶発債務は，債務保証や損害賠償に伴う債務の

ように，原則として認識することは認められて

いなし円）。しかし，発生可能性が高いと認めら

れ，かつ信頼性の高い測定値が得られるのであ

れば財務諸表への計上が認められる。これらの

一部が認識されることは，負債の定義を満たし

ていることが前提となる。つまり，現行制度に

おいて，発生源泉が法的な契約に基づかない場

合でも概念上負債であることは認められてい

る。 PBOにおける昇給率に係る部分も，発生可

能性が不確実であるこれらの偶発債務と同じ性

質であると考えられる。

一方，認識規準から発生可能性を排除し，期

待値によるキャッシュフローの見積もりを行う

場合，発生可能性の程度にかかわらず，負債の

定義を満たし，信頼性の高い測定値が得られる

のであれば， PBOとしての認識対象となりえ

【図表4】 期待値によるPBOの認識領域

認
識
領
域

C" ＝測定の信頼性の低い

将来の給与水準部分

18) F ASB [1975], pars.1-2., IASC [1998b], pars. 
12 13. なお， FASB [1975] とIASC[1998b］は， イ再
発事象に関する用語および分類に相違がある。たとえ

ば，前者では偶発損失 (losscontingency）であり，

後者では偶発負債（contingentliabilities）ある。そし

て，前者では偶発損失のうち認識要件を満たしたもの

が認識されるのに対して，後者では偶発負債のうち認

識要件を満たしたものが引当金（provisions）となる。

その他両者の異同に関しては山下寿文［2001］を参照。

5 おわりに

現在価値は，測定上のー属性とされ，測定手

段として考えられている。資本市場に基づく

ファイナンスの発展や情報関連技術の著しい進

歩等を背景に，この測定手段の高度化・精練化

が図られ，以前よりもその測定値の信頼性が高

まっている。これは，負債の量的拡大といえる

であろう。

ただし，現在価値は必然的に将来に対する予

測を含むものであり，現時点における最善の予

測として不確実な将来事象を反映することにな

る。そして，その予測には，法的に支払い義務

が確定するもののみならず，取引慣行のなかで，

または当該企業内部で醸造された慣習や道徳的

観念に基づく支払義務が含まれる。退職給付に

おいては，退職時の給与を基礎とした給付算定

式の歴史的・慣習的な利用などがこれにあたる。

そのうえ，いまだ金額の確定していない未履行

部分に関しては，過去における取引または事象

は，潜在的支払義務である原因事象の発生とし

て，より広義に解釈され，資産の減少，または

負債の増加による経済価値の現実的な減少が生

じていると解される。これは，現在価値による

負債の質的拡大といえるであろう。

認識に関して，発生可能性の高さを認識の判

断規準とするのか，それとも認識と測定を形式

上も明瞭に区分せず，現在価値のキャッシュフ

ローを，合理的に見積もることのできる複数の

キャッシュフローの流列の束における加重平均

値たる期待値として求めるのかについて，後者

を選択する場合は，会計構造に対して著しい影

響を与えることになる。発生可能性が高いとみ

なされないために簿外処理されていた経済事象
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が，定義を満たし，かつ合理的測定が可能であ

ればオンバランスされることになる。会計上，

不確実性をいかに取り扱うのかという根本的課

題とともに，個別の資産および負債の性質を尊

重し，金融資産および金融負債の枠にとらわれ

ず検討されるべき課題であろう。

現在価値に基づく退職給付に係る負債を認識

することは，現行の制度会計にいかなる影響を

与えるのであろうか。

第一に，会計数値の信頼性が低下することで

ある。取引時の交換価値による数値は，それが

実際の現金の流出入を伴うことにより客観性が

高く，また検証可能性が高い。しかし， PBOは

現在価値として毎期評価されるため，客観性・

検証可能性において交換価値に劣る。

第二に，不確実性をより高度に反映すること

である。退職後の従業員に対する年金および一

時金の給付は，かなり高い確率で発生するが，

その時期および金額は未確定である。不確実性

の程度が様々な項目が財務諸表に混合して計上

される。

第三に，市場ないし市場参加者にとっての財

務諸表の有用性を高めることである。市場の影

響を抜きに現代の企業経営は考えられない。財

務諸表が市場に対するアナウンスメントとして

認知され，高度の専門知識と情報を有するアナ

リスト等が財務諸表を分析し，その評価が市場

価格の形成に寄与する。財務諸表をキャッシュ

フローの予測情報とみなせば，経営者の観点、か

ら企業が有する情報をより財務諸表に反映させ

ることは，有用性の向上に結びつくことにな

る19）。

退職給付をめぐる現行の会計基準および会計

実務においては，退職給付債務はストック評価

され，その変動額の一部が費用として認識され，

それ以外は遅延認識により未認識とされる。退

職給付に係る費用は，期首の退職給付債務に基

づいて定期的に発生すると見込まれる勤務費用

および利息費用から制度資産の運用収益を控除

した額に，未認識事象の当期償却額を加減して

算出される。そして，費用の対照項目として退

職給付に係る負債が認識される。つまり，配分

を行う計算構造のなかに，その財務諸表上の金

額の決定において評価のプロセスが含まれる。

そのプロセスを経て，当期に帰属する費用が算

出され，その対照として負債が認識されるので

あり，ストック評価の差額が直接的に認識され

るわけではない20）。

会計の担う機能として，市場を前提とした投

資意思決定支援機能を財務諸表の最も尊重する

べき機能であるとするのであれば21），このよう

な不確実な事象も，内在する不確実性を確率論

的に把握し，退職給付に係る負債に類するその

他の事象も同様に財務諸表に反映し，実態開示

を促進することが求められるであろう。ただし，

その場合にも，資産および負債の評価にもとづ

く会計構造か，または収益および費用の実現と

配分に基づく会計構造のどちらによる根拠付け

が適切であるのか，それとも新たな概念があり

えるのかについての議論が必要であろう。

19）これに対して，会計数値の信頼性の低下により有用
性の程度も低下する可能性があり，また，市場参加者
として具体的にアナリスト等を対象とする場合，財務
諸表の本体に表示せずに注記情報として開示しても
その効果に差はないとも考えられる。

20) FASB[l985b］における追加最小負債は， ABOと制

度資産の差額をストック評価するものであるが，大日
方隆［2001］では，過去勤務コスト相当額を無形資産
として繰り延べることから，収益費用アプローチによ
る処理であるとみなすことが可能であると述べられ
ている。

21）会計基準の国際的調和の雛型である国際会計基準

は，「財務諸表は，経済的意思決定を行う広範囲の財務
諸表利用者にとって有用性のある，企業の財政状態，
財務業績および財政状態の変動に関する情報を提供
することをその目的とする。」 (IASC[l989],par.12) 
と述べている。
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